
令和８年度  
 

埼玉県職員採用選考  

（  児童指導員  ）  

受  験  案  内  
 

受 付 期 間 令和 8年 4月15日(水)～ 6月 10日 (水)（当日消印有効） 

任命権者選考 令和 8年 7月 4日(土) 

人事委員会選考 令和 8年 8月24日(月)又は25日(火) のいずれか１日 

       （予備日：令和 8年8月23日(日)・26日（水））       
 

 

１  職 種    児童指導員 
 
 

２  採用予定人員    １０人 

          （欠員の状況等により変更になる場合があります。） 
 
 

３  職 務 内 容   児童相談所の一時保護所に勤務し、一時保護している子どもの生活指導 

業務等に従事します。 

            (採用後は、県の人事異動方針に基づき、他の勤務課所へ異動になる場 

合があります。） 
 
 

４  採 用 予 定 日  令和９年４月１日 

           ただし、既に児童指導員の任用資格を有する人は、欠員の状況に応じて、 

これ以前に採用される場合があります。 

 

５  受 験 資 格 

○ 昭和４０年４月２日以降に生まれた人で、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令

和６年内閣府令第２７号）第２１条第１項に規定する児童指導員の任用資格を有する人

又は令和９年３月３１日までに同任用資格を取得することが見込まれる人。(令和９年３

月３１日までに同任用資格を取得できないことが明らかになった場合には採用されま

せんので、事前に十分な御確認をお願いします。） 

○  日本国籍を有する人。 

○ なお、次の（１）又は（２）に該当する人は受験できません。 

（１）地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人（以下はその内容です。） 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの人 

・埼玉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

（２）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（ただし、 

心身衰弱を原因とする場合を除く） 

 

 



(参考：一次保護施設の設備及び運営に関する法律） 

（児童指導員の資格） 

第二十一条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  

一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業し 

た者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の規定による専門職大学の前期課程を 

修了した者を含む。） 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 精神保健福祉士の資格を有する者 

四 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。次号において同じ。）において、社会福 

祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて 

卒業した者 

五 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する 

科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院 

への入学を認められた者 

六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を 

専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこ 

れらに相当する課程を修めて卒業した者 

八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二 

項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育 

を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含 

む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以 

上児童福祉事業に従事したもの 

九 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）に規定する幼稚園、小学校、中学校又 

は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの 

十 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの 

注 上記の受験資格において、職務経験や講習会の修了等が要件となっている場合は、人事 

 委員会選考合格後に当該事項を証明する書類を提出していただき、受験資格を満たしてい 

 るか確認を行います。その結果、必要な職務経験等を欠いていることが明らかとなった場 

 合には採用されません。 

 

６  申 込 手 続 

 ①  申込手続    所定の履歴書(Ａ３ヨコ）、確認書、児童指導員任用資格となる免許(社会

福祉士、精神保健福祉士等）の写し(Ａ４版コピー※免許保持者のみ）及

び資格要件調査票を締め切り日までに郵送又は持参してください。 

※ 必要事項を記入し、写真貼付の上提出してください。(押印等は不要です。）  

※ 携帯電話等をお持ちの場合は、併せて記入してください。 

※ 履歴書、確認書及び資格要件調査票の様式は以下のＵＲＬからダウン 

ロードすることができます。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/syokuin/r8jidoshidoin.html 

②  受付締切   令和８年６月１０日(水）(当日消印有効） 

③  送 付 先   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１  

埼玉県福祉部福祉政策課職員担当 田中、東海林 

電話 ０４８－８３０－３３８９ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/syokuin/r8jidoshidoin.html


７  採 用 選 考        

 (1)任命権者による選考             

① 日時・場所・合格発表 

選  考 日  時 場    所 合 格 発 表 

任命権者選考 
令和 8年 7月 4日(土) 

※時間等詳細は、別途案内します。 
さいたま市内 

受験者全員に郵送にてお

知らせします。 

(８月中旬ごろを予定） 

※集合時間、場所は申込者に別途案内します。(令和8年6月10日以降を予定しています。) 

② 方法及び内容   

選  考 方  法 内                         容 

任命権者選考 

論文試験 
 職務に従事する上で必要な専門知識について、記述式

による筆記試験を行います。 

人物試験 
 人物及び専門的知識等について、個別面接による試験

を行います。 

注１ 公共交通機関を利用し、時間に余裕を持って集合してください。  

注２ 携行品：鉛筆(ＨＢ５本程度）、シャープペンシル、消しゴム、飲み物、  

腕時計(携帯電話及び計算・通信機能付きの時計は使用不可） 

 

 (2)人事委員会による選考(任命権者選考の合格者に対して行います。） 

① 日時・場所・合格発表 

選  考 日  時 場    所 合 格 発 表 

人事委員会選考 

令和 8年 8月24日(月) 又は 

25日(火）のいずれか１日 

（予備日：令和 8年8月23日 

(日)・26日（水）） 

※時間等詳細は、別途案内します。  

さいたま市内 

（埼玉県庁周辺を予定） 

実施後１か月以内

に、受験者全員に郵

送※にてお知らせ

します。 

※通知が届かない場合は「12 問い合わせ先」まで御連絡ください。 

② 方法及び内容   

選  考 方  法 内                         容 

人事委員会選考 
論文試験 

 文章による表現力、課題に対する理解力、思考力、その

他の能力について、記述式による筆記試験を行います。 

人物試験  人物について、個別面接による試験を行います。 

注１ この試験は大学卒業程度により行います。 

注２ 公共交通機関を利用し、時間に余裕を持って集合してください。  

注３ 携行品：任命権者選考合格通知、鉛筆(ＨＢ５本程度）、シャープペンシル、消しゴム、 

昼食・飲み物、腕時計(携帯電話及び計算・通信機能付きの時計は使用不可） 
 
 

８  合格から採用まで 

① 原則として、令和９年４月１日に採用されます。ただし、既に児童指導員の任用資格を 

有する人は、欠員の状況に応じて、これ以前に採用される場合があります。 

② 最終合格者のほかに補欠合格者を決定することがあり、補欠合格者は最終合格者の中か 

ら採用辞退等があった場合には、採用されることがあります。補欠合格者については選 

考結果の通知に記載してお知らせします。 

③ 児童指導員任用資格取得見込みの人は、採用時までに資格が取得できない場合は採用さ 

れません。 

④ 児童指導員（以下「対象職種」という。）の内定者は、採用に当たり、令和8年12月25 



日に施行される学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等のための措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」という。）に基づき、特定

性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認（※）が必要となります。 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴力防止 

法に基づき、対象職種に係る業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。 

これらの制度の施行を踏まえ、申込みの際に特定性犯罪の前科の有無を確認します。 

また、内定後には任命権者が、所定の方法による犯罪事実確認を行います。 

この一連の手続きで得た全ての個人情報については、人事委員会及び任命権者において 

適切に管理し、採用に関する事務の目的に限り使用します。 

※採用手続きの過程で、こども性暴力防止法関連システムを通して、国に対してこども 

性暴力防止法第33条に定めのある書類等（戸籍抄本等）を提出していただきます。提出が 

行われない場合、又は犯罪事実確認の結果、特定性犯罪の前科を有すると認められた場合 

は、配属先が限られる、若しくは採用されない場合があります。 

 

９  給        与 

①   初任給は、約278,900円(地域手当等を含む。）です。一定の経歴がある場合は、経歴に

応じた額が加算されることがあります。 

②   上記の初任給のほか、支給要件に該当する人は、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末

・勤勉手当等が支給されます。 

③   上記は、令和８年４月１日現在のものであり、採用時までに給与改定があった場合は、

それによります。 
 

10  勤務時間、休暇等 

①   勤 務 時 間    変則交代勤務制（４週間を平均して１週間につき３８時間４５分勤務、 

週休日は４週間について８日） 

②   休 暇   年間２０日の年次有給休暇(ただし、新規採用職員については、採用月 

により２０日以内で別に定められています。）のほか、病気休暇、特別 

休暇(夏季、結婚、忌引、出産、育児等）等があります。 

③  貸 付 制 度   普通貸付、特別貸付、住宅貸付等の制度があります。 

④  祝 金 等    結婚祝金、就学祝金等の制度があります。 

 

 

11  申込場所（埼玉県福祉部福祉政策課(本庁舎１階東側）) 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI4tjfrr_JAhUBG6YKHSSSCoQQjRwIBw&url=http://archive.pref.saitama.lg.jp/site/cyosya-access/&psig=AFQjCNFFr37rvUi48kput2ceEpGUxx-D4w&ust=1449220880514115


 

 

12  問い合わせ先 

埼玉県福祉部福祉政策課職員担当 田中、東海林 

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１  

電話 ０４８－８３０－３３８９ 

 

 

児童福祉法第１２条の４の規定に基づき児童相談所に設置された、児童を一時保護する施設で

あり、埼玉県が設置運営している。現在、埼玉県では、中央、南、朝霞、所沢、熊谷、越谷の

６か所の児童相談所に一時保護所を設置している。 

 ●中央児童相談所  

  上尾市上尾村１２４２－１ ＪＲ高崎線上尾駅東口から徒歩２０分 

 ●南児童相談所 

  川口市芝下１－１－５６ ＪＲ京浜東北線蕨駅東口から徒歩２５分 

●朝霞児童相談所 

  朝霞市青葉台１－１０－６３ 東武東上線朝霞駅から徒歩２０分 

 ●所沢児童相談所 

    所沢市並木１－９－２ 西武新宿線航空公園駅東口から徒歩１０分 

 ●熊谷児童相談所 

  熊谷市箱田５－１３－１ ＪＲ熊谷駅東口から徒歩２０分 

 ●越谷児童相談所  

    越谷市恩間４０２－１ 東武伊勢崎線大袋駅から徒歩１５分 

 

 児童の一時保護は、児童福祉法第３３条の規定に基づき児童相談所長が必要と認める時に行

っている。原則として、一時保護所への入所期間は２か月であり、一時保護を行う必要のある

場合は、概ね次のとおりである。 

 ●緊急保護 

  棄児、迷子、家出、虐待、放任等の理由により緊急保護しなければならない場合 

 ●行動観察 

  適切、具体的な援助指針を定めるために、十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある 

 場合 

 ●短期入所指導 

  短期間の心理療法、カウンセリング、生活指導等 

 

＜参考＞児童相談所一時保護所の概要 

 


